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矧　覚　と　真　理

｢知覚の哲学｣試論　その四

種　村　完　司

(1990年10月12日　受理)

Wahrnehmung und Wahrheit

Versuch iiber "die Philosophie der Wahrnehmung" vf

Kanji TANEMURA

Ⅰ.知覚は｢何｣をとらえるか

1)人間の知覚をめぐる諸問題の中で,もっとも議論がかまびすしく,しかも今なお決着のついて

いない｢知覚の確実性ないし真理性｣の問題に足をふみいれることにしよう｡この領喝で,再びあ

らためて,われわれの感性的知覚は,そもそもいったい｢何｣をとらえるのか,すなわち,世界や

事象のどういう側面,どういう形状や内容をとらえるのか,が問われることになる｡この問いの延

長上には,知覚的意識は,対象的世界をどれほど広く,どれほど深く,どれほど正確に認識してい

るか,また認識できるのか,といういっそうやっかいな認識論的な問いが待ちかまえている｡
ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ

第一の｢広さ｣という点では,知覚による対象認識が,周りの世界のどの範囲にまで達しうるか,

を明らかにすることが求められている｡第二の｢深さ｣の認識という言葉のもとでは,主に事物の

諸性質や本質,さらに事物間の関係を追求することが意味されている｡三つめの｢正確さ｣に関し

ては,知覚的認識の確実性の程度,錯覚や誤知覚の実態などを解明することが期待されていよう｡

知覚が｢何｣をとらえることができるのか,については,すでにこれまでの論述でおおまかな輪

郭は与えられている｡後論のために,ここでもう一度整理し要約しておくことが必要であろう｡

まず,人間の多くの感覚器官や中枢神経系のはたらさを介して,知覚の中には,色･匂い･音･
ヽ  ヽ  ヽ                                                                       ヽ

味･感触などに対応する対象の諸性質が表現され,同時に,諸性質の統体としての物がとらえられ

ている｡しかも,その物を物たらしめている(たとえば家が家であるための)規定的な質(たとえ

ば,柱･壁･屋根等があるおかげで,雨露をしのいで居住することができる場所,という意味)が

つかまれている｡論理的にいえば,多数性と単一性,ないし｢多｣と｢-｣との並存である｡諸性

質にもとづいて,ある特定の物が,他の物と区別されて一つの全体としてとらえられ,逆に他の物

との関係の中である物がとらえられているかぎりでは,感覚的な個別性をこえた一種の｢普遍性｣
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が表現されている1'｡したがって,瞬時的な感覚が主として事物の個別性のみを表示するのに比べ

れば,諸性質の統合としての物をとらえ,関係の中である物をとらえる知覚は,それ自身複合体で

あり,それゆえ｢構造的｣だという特質をもつのである｡

さらに,知覚的意識は,事物を空間的･時間的な形式で認知している｡すなわち,それは,事物

の形や大きさ,事物間の空間的配置や距離を直接的につかみ,事物の運動や変化,その運動によっ

てもたらされる持続の間隔をつかんでいる｡これと結びついて,事物の量的かつ質的な把握も,知

覚のひじょうに得意とするところだ｡形や大きさはいうにおよばず,広さ･長さ･深さ･高さ･重

さなどの対象の量的規定は,知覚のレベルでこそ可能である(数値を用いた厳密な規定は,知性の

助けをまたねばならないが)｡物を物たらしめている規定的な質をつかんでいる知覚は,個々の表

層的な性質の変化だけでなく,当然物の質そのものの変化にも敏感でありうる｡たとえば,加熱に

よる急激な温度上昇のために生じる,固体である氷から液体である水-の変化,水から気体である

水蒸気への変化は,物体の規定的質の変化として知覚されるのである｡

こうしてみると,感性的知覚は,対象的世界のうちにある,かなり種々の｢関係｣をもとらえて

いることが理解できるだろう｡これまでしばしば評されてきたように,知覚が,事物のある個別性

にだけかかわって普遍性を回避したり,多くの孤立した項にだけ注目してそれらのつながりや関係

を無視したりするというのは,大きな誤解なのである｡だが,もちろん,知覚のつかむ｢関係｣に

は,しかるべき範囲がある｡それは,空間的な配置,時間的な先後および継起,量的な大小･多少,

質的な同一や差異,さらに量的･質的な変化などがその主たるものだ｡これ以外の関係の追求は,

思考に席をゆずらなければならない｡知覚にはたえず知性が介入してくるとしても,主に感性的な

直観としてはたらいている知覚的意識は,事物間の相互媒介的かつ有機的な関係,二事象およびそ

れ以上の事象の間の必然的関係を把撞することはできない｡知覚にこうした限界を示し,思考する

知性にその課題(知覚にはとらえがたい諸関係を解明する仕事)を負わせることは,知覚からする

越権的な要求を防ぐことにもなり,また,もっぱら知覚に依拠して事物の本質把握を断念する,不

可知論からの攻勢をはねかえすことにもなる｡

しかし,人間の知覚は,単なる認知の作用,純粋な観想にとどまるものだろうか｡けっしてそう

ではない｡前にも注意したように,それは,人間の合目的的な生命活動,あるいはある意図を実現

せんとする日常生活的行為の中ではたらき,その中に組みこまれている｡熱湯のはいった薬種に手

をふれて,はげしい熱さを知覚したとき,われわれはただちに手をひっこめる｡それは反射的にお

こなわれるにせよ,熱さの知覚は,やけどによる損傷から身を守るという合目的的行為と結びつい

ており,またその行為を呼びおこす｡自動車を運転していて,前方の路上に大きな動物や岩石など

の障害物を発見したとき,ただちにひとはそれを巧みに回避しようとするか,避けられないと察知

1)ゲシュタルト心理学の研究成果をうけいれれば,知覚の把握する｢全体｣は,部分の機械的な集合ないし
等質的なまとまりではなく,ある特定の物を浮かびあがらせる全体的な配置(図を成立させる地),つま
り｢分凝した全体｣であることを,ここで確認しておくことは有益だろう｡
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すれば急停車しようとするだろう｡

われわれ人間は,この環境的世界の中では,知的主体であるだけでなく,それにもまして実践的

主体であり,生活体である｡有益なものを求め,危険からは自らを防御しようとする｡知覚は,こ

うした行為に寄与しなければならず,じっさい自らの機能をもって行為の目的実現に参加している｡

したがって,知覚そのものも,基本的には,生活し活動する主体による合目的的活動の一環であり,
ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ

それ自身合目的的認知なのである1'｡
ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ

しかし,このことを確認した上で,なお,知覚的認識にともなう知的真理性の問題も,当然ある

程度独自にとりあげることができるし,とりあげなければならない｡知覚が純粋な知的作用や観想

にとどまらない,ということは,外界認識としての知覚の役割を精確にとらえなくてもよい,とい

うことにはならぬ｡人間の行動が当初の目的をできるだけ十分にかつ順調に実現することができる

ように,行動の一環としての知覚それ自身も協力･共同を要請されるのであり,したがって,その

ためには,対象的世界をできるだけ正確に認知することができなければならない｡

あいまいな知覚,誤った知覚は,人間の行動を目的に反した方向や目的に無縁な方向に導くだろ

うし,最悪の場合には,行動する人(さらには影響をこうむる周囲の人々)の生命の危険をすら招

くこともあるだろう｡主体による目的実現の活動と即応している知覚の合目的的性格を強調するこ

とは,知覚の対象認識的性格を無視することではなく,むしろ,それをいっそうきわだたせること

になる｡それゆえ,われわれは,知覚が認知的レベルで何をとらえることができるか(逆に何をと

らえることができないか) ,という認識論的な探究をつうじて,知覚が人間の生活や活動にとって

どれほど実践的かつ合目的的な貢献をしているか,を明らかにすることができるだろう｡

2)とはいえ,知覚の人間的活動における実践的意義ないし役割について考えるとき,二つほどの

留意が必要なように思われる｡その一つは,知覚の合目的的性格を狭義の功利主義や実用主義のい

う性格に限定しないこと,またはそれと混同しないことである｡じっさい,知覚の合目的性の一面

的な強調は,しばしば知覚の偏狭なプラグマティックな理解をひきおこしてきた｡すなわち,人間

は,日常生活の中で,対象的事物をすべて,自らにとっで快いものであるかないか,有用なもので

あるかないか,という観点から知覚している,というように｡だが,人間にとっで快か不快か,有

用か無用か,という観点は,人間のおこなう合目的的認知の重要な観点ではあるが,けっしてその

すべてではない｡

少し考えればわかるように,人間の活動はじつに多種の分野にわたっている｡ ｢人間は普遍的に
ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ

生産する｣というマルクスの言葉にならえば,人間は普遍的に活動する｡科学的,政治的,経済的,

道徳的,宗教的,芸術的な活動等々｡知覚的認識も,各々の活動の中で,その活動の特質に即した

1)あとで論じる予定である錯覚などの現象は,知覚のすべてが合目的的認知とはいえぬことを示しているが,
それらは,知覚の合目的的性格の例外とみてよい｡
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観点に立たざるをえない｡真偽,正邪,善悪,聖俗,美醜など,快不快や用不用以外のさまざまな

観点が,各分野でかならず要求されるはずである｡だからこそ,たとえば,水という対象をとって

みても,水の組成や質を解明しようとする自然科学者の観点は,水の経済的評価に注目する経済学

者の観点とは,知覚の意味づけにおいて大きな違いを生むことになるだろう｡

徹底したプラグマテイストは,これらの多様な観点も,快不快･用不用の観点から派生したもの

だといいはるだろうが,それは牽強付会だというしかない｡なぜなら,快不快･用不用という事物

評価の観点は,功利主義や実用主義の人間観に立ってはじめて,基本的だといいうるものであって,

この立脚点を離れればたちまちその｢基本性｣を失うからである｡その立場を固執することは,こ

れ以外の観点の独自性を無視することによって,人間活動の合目的的性格のもつ豊かさを著しく燥

小化してしまうのである｡

さて,留意点の二つめは,知覚は人間の合目的的活動の一環であり,種々の対象はしばしば特定

の目的と結びついた一定の観点のもとで知覚されることがたしかだとしても,こうした観点からは

いまだ見られていない,あるいは合目的的評価からは相対的に独立した,広大な知覚対象の領域が

存在している,ということである｡
ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ

われわれの知覚野に兄いだされているさまざまな動物や植物,家具や備品などが現にそこに在る,

というだけの認知,ある事物と他の事物の形状･性質における類似性や差異性についての認知など,

現実的知覚の多くは,かならずLも快苦･美醜･用不用等の観点や意味が十分に浸透した認知に

なっているわけではない｡むしろ,それらの観点が発生する以前の知覚であり,行為する主体のも

つ意図や内的動機によってまだそれほど鼓舞されていない知覚である｡もちろん,われわれがある

行動をおこそうとするとき,また現におこしているとき,その行動と関連して,われわれの周りに

ある一定範囲の諸事物は,ただちに快苦や美醜の相貌をおびてたち現われてくる｡

たとえば,おちついて読書にとりかかろうとすると,少し前から庭でクンクンないている子犬は,

急に不愉快なうとましい存在として知覚されることだろう｡席を立って歩こうとするさい,足もと

に置かれてあるカバンは,ただちに歩行にたいする障害物としての意味をもってくる｡子犬もカバ

ンも,ひとが特定の行為を始めるまでは,特別の関心をひかない一つの動物,一つの備品にすぎな

かったにもかかわらず--｡しかし,こうしたことが事実だとしても,この行為の連関の中にひき

いれられる事物はかなり限られており,周りにあるすべての事物が同じように意味づけられるわけ

ではない｡

事物が意味をおぴて知覚されるには,主体の側に,特別なある意図をもった行為,それにともな

う事物を注視する自覚的な態度や精神的な緊張が不可欠であろう｡しかも,ひとたび行為の連関の

中にひきいれられた事物も,当の行為が終了したり,別の行為が始まったりすれば,つぎの時点で

は,行為の連関からひき離されていく｡そして,最初の意味づけを失う｡主体にとって,関心のう
ヽ  ヽ  ヽ  ヽ

すい単に見られるだけの存在へと移る｡こうしてみると,誤解をおそれずにいえば,ほとんど観想
ヽ  ヽ  ヽ  ヽ

的知覚の対象でしかないような多くの存在,それゆえ,ほとんど純粋観想に近いような多くの知覚
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があることを確認できるだろう｡
ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ

なぜ私はこんなことを強調するのか｡それは,知覚をつうじて事物が人間にとっての対象になる
ヽ  ヽ  ヽ

からといって,事物を｢人間的な意味｣のとりこにしないためであり,知覚されている事物をあま

りに主体化･人間化しないためである｡事物が特定の意味をおぴて知覚されるとしても,事物の本

性は,主体がつけ加える意味によって占領されそれに解消してしまうわけではない｡現象学的知覚

論の中によく登場する,この種の知覚対象の主体化は,きわめて実践的な利点をもつように見える

が,そのじつ,ほとんどあらゆる知覚対象に主体的意味を付与することによって,かえってさまざ

まな性状を表現する知覚対象を等質化し,多彩で重層的な知覚野をひどく貧困にしてし′まっている

のである｡

現象学的な考えかたは,知覚対象の主体にとっての意味には異常なほど拘泥するのであるが,知

覚の中に表現される対象の客観的な性状や特質については,それをさほど熱心に追求しようとはし

ない1'｡だが,人間の知覚は,主体の行為の目的や内的心情に大いに影響される場合でも,また逆

にたいして影響されない場合でも,対象のもつ性状･構造･本性を,直接的または間接的にわれわ

れに告げ知らせてくれる｡したがって,一方で,知覚が人間の合目的的活動の一環であることを確

認することによって,それ自身がもつ認知の合目的性をさらに深く解明しなければならない｡だが,
ヽ  ヽ  ヽ  ヽ                       ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ

他方,行為の意図や動機･心情のゆえに,またそれらにもかかわらず,対象のあるがままの姿を表

わしてくれている多くの知覚が存在することを承認し,知覚的認識の真理性にたいする独自の探究

を放棄しないこともたいせつなのである｡

Ⅱ.知覚は誤らないか

1)前章で,人間の合目的的活動の一環としてその中に組みこまれている知覚は,外的世界をでき

るだけ正確に認知することによって,目的の実現に寄与せねばならないが,これに反して,あいま

いな知覚や誤った知覚は,順調な目的実現の行為を妨げたり,ともすれば,人間の身を危険にさら

すこともありうる,と述べた｡しかし, ｢誤った知覚｣という,一般にはなにげなくそして異議も

なく使われている言葉は,こと知覚論の領域では,それほどかんたんにフリーパスというわけには

いかない｡なぜなら,ひとは感覚によって自然をそのまま受けいれるにすぎないのだから,感性的
ヽ  ヽ  ヽ  ヽ

知覚は本来的には誤らない,むしろ誤るのは,受けいれたもの以上のことがらをつけ加えて結論を
ヽ  ヽ

出そうとする判断なのだ,という主張が,伝統的に提示されてきたからである｡

デカルトは,多種多様な色･音･匂い･味などを感覚することをつうじて,これらの感覚をひき

1)ここでは,和辻哲郎がその著『風土』の中で披涯している知覚および自然の主体化も,批判さるべき対象
として私の考慮のうちにはいっていることをつけ加えておこう｡彼は,寒さを感ずることにおいて｢寒さ
自身のうちに自己を兄いだ｣し,気候や風土において｢間柄としての我々自身を兄いだす｣ことによって
寒気や風土の｢我々にとっての意味｣だけをもっぱら浮かびあがらせている｡こうして,自然現象が人間
化されることによって,逆にその客観的諸条件の究明は度外視されるのである｡
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おこす物体そのものの中に,これらの感性的知覚と似てはいないが,対応はしているある多様性が

存在する,と考えることは正しい,という｡だが,他方, ｢自然から受けとったのではなく,軽率

に判断をくだす習性ともいうべきものから受けいれたにすぎない事がら｣も多くある,と述べ,こ

うした誤った知覚的判断の例をいくつかあげている｡たとえば,ある空間中に感覚的刺激を与える

ものが見あたらないので,その空間はまったく空虚だと主張する場合,ある物にさわって熱いと感

じ,そしてその熱い物体のうちには熱の観念に類似した何ものかがあると判断する場合,遠くにあ

る事物が,自分の目に見えるとおりの大きさや形をもっていると結論づけてしまう場合など( 『省

察』 )｡感性的知覚によってじっさいには与えられていないものを,判断する知性が窓意的に案出

しつけ加えようとすれば,そのときはじめて誤謬が発生する,と彼が考えていたことはたしかだ｡

さて,このデカルト以上に感性的知覚の無謬性と判断の可謬性をはっきり主張したのは　J�"J

･ルソーであった｡彼は,惑覚は,まったく受動的で感じたことだけをいうわけだから,過ちをお

かきないが,ひとたび人間が諸感覚を比較したり,帰納によって判断しようとするやいなや,過ち

をおかすかおかすおそれがある,という( 『エミール』 )｡つまり,感性的知覚と知的判断とを峻

別したのだ｡事実,ルソーがあげている例にあるように,熱くほてった手または冷たくかじかんだ

手をぬるま湯につっこんだとき,そのぬるま湯は,一方ではふだんよりはるかに冷たく感じられ,

他方ではふだんよりはるかに熱く感じられる｡ 'これは生理的に自然なことだ｡そういう条件のもと

では,ひとはそれ以外には感じようがないのだから,感覚が誤っているとはけっしていえない｡し

かし,手の方の特殊な状態を無視して,ぬるま湯は,現実にあっても冷水だとか,または熱湯だと
■■

か結論づけるとすれば,それは誤った判断だということになる｡

さらに,代表的な例としてよくひき合いに出される, ｢水中の折れた棒｣についても同じことが

いえる｡水の中に半分はいっている棒は,だれにとっても折れているように見える｡屈折光学の学

習によって,空気中と水中での光の屈折率の差からこの現象が生じることを,理解することはでき

るし,また説明することもできよう｡しかし, ｢--のように見える｣という感覚的事実は,だれ

も否定しょうがない｡そして, ｢見える｣というかぎりでは,その言明はたしかに正しい｡ところ

が,その｢見える｣という事態から一歩すすんで, ｢見えている棒はじっさいにも折れている｣と

主張すれば,これは明らかにまちがった判断である｡この判断の中には,たしかに感性的に知覚し

ている以上のことがらがふくまれている｡ルソーにならえば,諸感覚の比較や関係づけによる帰納

や推測が,である｡

以上の議論をどう評価したらよいだろうか｡私は, ｢･--のように見える｣ ｢･--のように感じら

れる｣という感性的知覚の事実は,疑いえない明白な事実であって,もともと誤ってはいない,と

いう主張に基本的には同意する｡また,知覚的事実をふみこえて,ひとが対象やことがらについて

判断しようとするときにはじめて誤りがおこりうる,という主張も正しいと考える｡しかし気をつ
ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ

けなければならないのは,知覚的事実は誤っていないとはいいえても,それ自身すでに真だとか,

正しいとかいえるものではない,ということだ｡それは,端的な事実であり,真偽･正不正の評価
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以前の事実である｡

｢･･-･のように見える｣という言明も,たしかに一つの判断である｡より正確にいわれた｢.､.､ノ-

は, -･･･のように見える｣ (ここでの例では, ｢水中に半分はいっている棒は,折れているように見

える｣ )という判断を,知覚的事実をそのまま言表している判断という意味で, (対象について
ヽ  ヽ  ヽ

の)知覚的判断と呼ぶことにしよう｡だが,それが判断だとしても,ここではある特定の見えかた

だけが許されているがゆえに,このレベルでは真偽を問題にしょうがない1)｡ ｢.-.-は--であ
ヽ  ヽ  ヽ

る｣という言明を, (知覚を通しての)対象的判断と呼ぶとすれば,この判断レベルにいたっては

じめて,真偽を問題にしうるであろう｡なぜなら,別の知覚的経験を介して,他の対象的判断を立

てることができる,すなわち, ｢--である｣という箇所に別の内容を挿入することができるから

である｡こうしてこそ,つまり対象についての複数の規定を立てうる可能性のもとでのみ,真偽評

価の問題が発生する｡
ヽ  ヽ

主に知覚にもとづく対象的判断にせよ,主に知性にもとづく対象的判断にせよ,ともかく,対象
ヽ

的判断の形式のみが,厳密には真偽･正不正の評価の対象となる｡それゆえ,知覚的事実,および

その知覚的事実についての言明は,真理や真実という評価の外にある｡現象主義者の中に2',知覚
ヽ  ヽ

現象へのなみなみならぬ思い入れから,知覚的事実こそ真実だという主張が生まれているが,これ

は,知覚と判断についての議論に無用の混乱をもたらすものだ,と私は考える｡なぜなら,真理は

誤謬と対概念であるように, ｢真実｣には｢不真実｣ (ないし虚偽)が対応するはずであり(対応し

ないとすれば,真実という語を使う必要はない),彼らの主張ではけっきょく,真偽概念を適用す

べきではないところの知覚的事実にたいして,あえて｢真一不実｣の評価をくだそうとすることに

なるからである｡

2)さて,デカルトやルソー(ついでにつけ加えれば,カント)の議論の中で気になるのは,感覚
ヽ  ヽ  ヽ                                                                                 ヽ  ヽ  ヽ

はまったく受動的で外的自然をそのまま受けいれるのに反し,知性は能動的で外的自然とは異なっ

た自ら特有のものをつくり出す(それゆえに誤りに陥る),という主張である｡ここでの｢感性-

受動性,知性-能動性｣という分断的かつ図式的な把握は,人間の認識諸能力の大まかな特徴づけ

としては十分な意義をもつが,ひとたび諸能力の有機的な結合が問題になるときには,われわれを

大きな挫折に導きかねない｡たとえば,カントが,感性と悟性という二つの異質な基本能力(ない

し認識源泉)の結合のために,構想力や図式といういわば中間的諸能力を設定せざるをえなかった

ように｡そして,このことは,結合の問題を最終的に解決したどころか,かえっていっそう困難な

新しい問題(中間能力は基本能力にふくまれるのかどうか,両能力はどう結合されうるのか等)を

1)もっとも,この判断も,ごく特殊な状況下では,真偽が問題になることがある｡ある対象が｢--のよう
に見える｣か｢･--のように見えない｣かが理論上の焦眉の問題になり, ｢--のように見える｣という
判断があらためて実証的に確認されれば,この判断もそのときは真なのである｡

2)知覚現象こそ唯一の実在だというバークリー的信念のもとに, ｢真実の百面相｣を説いてやまない大森荘
蔵氏の哲学はその典型といえるだろう｡
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発生させたのである｡

人間の感覚･知覚機能の能動性については,すでにこれまでいくどか論じた｡感覚諸器官による

刺激にたいする反応のはたらき,選択･抽出･識別の機能,知覚レベルにおける,諸感覚の分析･

総合･概括,さらに統御の機能など,枚挙にいとまがない｡他方,人間知性も純粋な能動性そのも

のであるわけではない｡感性的な知覚や表象からの触発もないまま,知性がまったく自発的にはた

らいたり,自分だけで対象の概念的な理解をおこなうとは考えられない｡知性の能動性も,その受

動性とともに発揮されることができる｡感覚･知覚にもそれら特有の受動性と能動性があり,同じ

ように,知性にも感性とは異質の受動性と能動性がある｡もちろん,この確認だけで,対象認識の

課題が大きく前進するわけではない｡しかし,感性と知性の両者がもつ受動性と能動性という矛盾

する二重的性格を確認することは,認識における感性と知性との共同作業と結合のありようを正し

くとらえるためには不可欠なことであり,この確認の上でのみ,両者の受動性と両者の能動性の質

的差異や独特な発現のしかたにたいする,真の探究が始められうるのではないか｡

それにしても,ここで,感性の受動性と知性の受動性とは,質的にどう違っているのか,をある

程度吟味しておくことは無益ではなかろう｡

あるものが受動的性格をもっとは,その当のものが他のものからはたらきかけられ,その作用や

刺激のために,なんらかのしかたで影響されるということにほかならぬ｡つまり,作用･影響をお

よぼす｢他者｣がなければならない｡感性,とくに外的感覚の場合,それは,諸感官を刺激する,

あるいはそれらに信号を与える外的物理的事物である｡快や苦のような内的感覚では,外的事物ば

かりでなく,身体的生理的諸要因が,他者の位置を占めることだろう｡それゆえ,感性にとっての
ヽ  ヽ

他者は,総じて,物理的生理的なものを主とする,リアルな可感的なもの(一言でいえば物質)だ

といってよい｡

それにたいして,知性の受動性を誘うもの,つまり知性に作用する知性の他者とは,もはや物質

であることはできない｡知性に思考･判断を促すもの,感性によってすでに受けいれられ保持され,

ときには変容されているもの,それは,直接的印象としての知覚的事実であり,構想力や記憶力に

よって再生され活性化される感性的および知的諸表象(イメージ) 1'である｡それらは,もはや物
ヽ  ヽ

的なもの･感覚されるものではなく,イデア-ルな事象である｡受動性に関して,このように,感

性と知性それぞれに固有の｢他者｣の違いが,まず明らかとなる｡
ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ

両者の受動性の発現のしかたにも大きな差があるように思われる｡感性は,いついかなるときで

も,物理的生理的諸条件にとりまかれ,たえず肉薄され,それらによって影響されつづけている｡

感性自身を破棄しなければ,この影響からのがれることはできない｡他者からの作用のこうした恒

常的な｢被肉薄性｣が,感性の受動性の避けがたい特色をなしている｡

1)じつは表象にも種々の段階がある｡個々の事物の形状･性質についての感覚的イメージ(いわゆる｢心
像｣ ),空間･時間や運動のイメージ,記号や言語などのイメージ,さらには諸概念の結びつき(命題や
判断･推理など)を示す思想的イメージ等々｡
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これにたいして,知性では,他者としての知覚や表象は,知性による思考および判断活動のきっ
/

かけおよび前提であり,不可欠わ素材ではあるが,つねにただちに知性を呼びおこすとはかぎらな

い1'｡知性は,自ら活動するためには他者の触発を必要とするが,その触発によって単に他律的に

動かされるわけでもない｡触発による知性の活動の開始を,知性自身は,ある程度選択し,統御す

ることができる｡感性の受動性がもつ被肉薄的性格は,知性においてはきわめて弱い｡他者からの

肉薄を軽減しうるだけの自律性を,知性はもっているからである｡それゆえ,この点を一面的に徹

底化することによって,カントにおけるように,知性(とくに純粋悟性)にまったく受動性をみと

めず,自発性のみを帰するような主張も,生まれえたのである｡ (同じような議論が,両者の能動

性についても展開されえよう｡しかし,この種の論述は,受動性の違いを吟味するだけでほぼ十分

だろうと思う｡)

3)さて,知覚は誤らず,判断こそが誤りうる,という先の命題をいちおう承認した上で,最後に

もうーっ注意しなければならぬことがある｡それは,現実の知覚が,多くの場合,判断と直結して
I

ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ

いる,換言すれば,同時的にそれ自身判断になっている,ということだ｡

対象知覚のあとに,知性による着実な思考がすすめられて,知覚された対象についての正しい,

あるいは誤った判断がおもむろに成立する,ということももちろんある｡経験諸科学において,自

然や社会の事物･現象をできるだけ多面的かつ綿密に知覚し,自らの先人見を極力おさえて,知覚

対象のもつ構造･本質,さらには法則性についての客観的な判断をつくりあげようとする研究者の

態度は,その典型的なものといってよい｡また,ルソーが,子ども-のいわゆる｢自然教育｣の試

みの中で,先にあげた｢水中で折れて見える棒｣という知覚現象にもとづいて,子どもがただちに

｢棒はじっさいにも折れている｣という主観的な誤った判断をくだきないようにするために,さま

ざまな観察と実験をおこなわせたのも,同じ精神-安易な推測を避けて,つねに事実にもとづい

た判断に徹しようとする態度-からだ｡

とはいえ,このようにある事態について判断することが猶予されている場合,すなわち知覚と判

断の間に相当な時間的余裕がおかれている場合は,日常生活においてそれほど多くはない｡生活し

活動するわれわれ主体は,その動きの中で,たえず知覚と同時に判断を要求されている｡たとえば,

自動車の運転中,少し前方にある横断歩道を人が渡っているように見えたとしよう｡このとき,

｢人が渡っているように見える｣という知覚的事実から, ｢現に人が渡っている｣および｢人にぶ

つからないように,横断歩道の手前で停止すべきだ｣という,いわば対象的判断と実践的判断を即

座にくださなければならないし,事実くだしている｡要するに,この場合, ｢人が渡っているよう

に見える｣という知覚は, ｢現に人が渡っている｣という判断と同時であり,同等なのである｡

1)知覚や表象からの触発に応ずることのできる知性の一定の水準,知性の相当の成熟が必要であることも,
ここで補足しておこう｡
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じっさいわれわれがよく経験しているように,もし濃霧や悪天候のために前方の人間を人間とし

てとらえられなければ,ふつうの条件下では｢人のように見える｣という知覚が,異常な条件下で

は,たとえば｢単に樹木の影のように見える｣という知覚に転化することが大いにありうる｡ ｢樹
ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ  ヽ

木の影のように見える｣ことは,現に当の知覚者には他でもなくそのように見えているわけだから,

たしかに誤りとはいえない｡だが,人間ではなく樹影にすぎぬと判断して,横断歩道を車で走りぬ

けようとすれば,たちどころに歩行者やさらに自分の生命を傷つけることになるだろう｡知覚と判

断が表裏一体になっているような行動の状況下では, ｢樹木のように見える｣という知覚は,ほと
ヽ

んど誤知覚といってさしつかえないのである｡こうしてみると, ｢誤った知覚｣という表現は,厳

密にいえば正しくないにしても,知覚と判断とが直結している目的実現の行為の中では,十分意味

のある,使用されるに値する表現なのであり,むしろこの表現が一般に許されうるということの中

に,知覚がそのまま判断である,あるいは,知覚には思考し判断する知性が深く介入している,と

いう現実生活の中での人間認識の特質が,示されてもいるのである｡

＼


